
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチック成分を第１成分とし、熱可塑性エラ
ストマーを第２成分と 伸縮弾性複合繊維
からなる伸縮弾性不織布を、透湿性エラストマーからなる無孔シート上に積層させてなる
ことを特徴とする透湿性複合シート。
【請求項２】
　上記透湿性エラストマーがウレタン系エラストマー又はエステル系エラストマーからな
る、請求項１記載の透湿性複合シート。
【請求項３】
　透湿度が０．５ｇ／〔１００ｃｍ 2・ｈｒ〕以上であり、耐水圧が５０ｃｍ以上である
、請求項１又は２記載の透湿性複合シート。
【請求項４】
　上記伸縮弾性不織布が上記伸縮弾性複合繊維を３０重量％以上含む、請求項１～３の何
れかに記載の透湿性複合シート。
【請求項５】
　上記伸縮弾性複合繊維における上記第１成分の含有量が５～７０重量％であり、上記第
２成分の含有量が９５～３０重量％である、請求項１～４の何れかに記載の透湿性複合シ
ート。
【請求項６】
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　上記伸縮弾性不織布の２０％伸張時の伸張回復率が４０～１００％である、請求項１～
５の何れかに記載の透湿性複合シート。
【請求項７】
　

【請求項８】
　液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及びこれら両シート間に介在する液
保持性の吸収体を具備してなる吸収性物品において、上記裏面シートとして、結晶性ポリ
プロピレンからなるハードエラスチック成分を第１成分とし、熱可塑性エラストマーを第
２成分と 伸縮弾性複合繊維からなる伸縮
弾性不織布を透湿性エラストマーからなる無孔シート上に積層させてなる透湿性複合シー
トを用いることを特徴とする吸収性物品。
【請求項９】
　液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及びこれら両シート間に介在する液
保持性の吸収体を有する本体と、一対の伸縮性サイドパネルとを備え、
　一対の上記伸縮性サイドパネルはそれぞれウエスト開口部と一対のレッグ開口部との間
に配されており、
　上記ウエスト開口部及び一対の上記レッグ開口部には、それぞれその周縁部に、ギャザ
ーを形成する弾性部材が設けられてなるパンツ型使い捨ておむつにおいて、
　上記伸縮性サイドパネルとして、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチック成
分を第１成分とし、熱可塑性エラストマーを第２成分と

伸縮弾性複合繊維からなる伸縮弾性不織布を、透湿性エラストマーからな
る無孔シート上に積層させてなる透湿性複合シートを用いることを特徴とするパンツ型使
い捨ておむつ。
【請求項１０】
　液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及びこれら両シート間に介在する液
保持性の吸収体を有し、使用時に着用者の腹側に位置する腹側部及び背中側に位置する背
側部が形成されている、展開型使い捨ておむつにおいて、
　上記背側部の左右両側縁には、それぞれフラップが連設されており、左右の該フラップ
の少なくとも何れか一方における先端部には、フラップ止着部が設けられており、該フラ
ップ止着部により、左右の該フラップを着用者の腹側において止着することができるよう
になしてあり、
　上記腹側部には、その左右両側におむつ止着部が設けられており、該おむつ止着部を上
記フラップに当接させておむつの止着ができるようになしてあり、上記フラップは、少な
くともその基端部側に伸縮部を有し、
　上記伸縮部は、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチック成分を第１成分とし
、熱可塑性エラストマーを第２成分と 伸
縮弾性複合繊維からなる伸縮弾性不織布を、透湿性エラストマーからなる無孔シート上に
積層させてなる透湿性複合シートからなる、ことを特徴とする展開型使い捨ておむつ。
【請求項１１】
　液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及び液保持性の吸収体を有し、ウエ
スト開口部と一対のレッグ開口部とが形成されており、上記ウエスト開口部及び一対の上
記レッグ開口部には、それぞれその周縁部全周に亘って実質的に連続したギャザーを形成
する弾性部材が設けられてなるパンツ型使い捨ておむつにおいて、
　上記裏面シートとして、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチック成分を第１
成分とし、熱可塑性エラストマーを第２成分と

伸縮弾性複合繊維からなる伸縮弾性不織布を、透湿性エラストマーからなる無孔シ
ート上に積層させてなる透湿性複合シートを用いることを特徴とするパンツ型使い捨てお
むつ。
【発明の詳細な説明】
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上記熱可塑性エラストマーが、メタロセンを触媒として用いて製造されたエチレン－α
－オレフィン共重合体からなる、請求項１～６の何れかに記載の透湿性複合シート。
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、透湿性複合シート及びそれを用いた吸収性物品に関し、更に詳しくは伸縮性が
高く、優れた風合いを有する透湿性複合シート及びそれを用いた吸収性物品に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
透湿性エラストマーからなるシートに伸縮性不織布を積層した透湿性シートが知られてい
る。
例えば、特開平６－１３４０００号公報及び特開平７－７０９３６号公報には、ポリエチ
レングリコールとポリイソシアネートを主成分として合成したポリウレタン樹脂を用いて
無孔の透湿ポリウレタンフィルムを製造し、少なくともその片面に伸縮性不織布を積層し
たことを特徴とする伸縮性透湿防水シートが開示されている。
【０００３】
上記伸縮性不織布は、一般に、熱可塑性エラストマーを繊維状に加工して得られる弾性繊
維から製造されるが、その製造方法には直接シート法しか用いることができず、製造方法
が限られていた。しかも直接シート法によって製造された伸縮性不織布はゴム特有の肌触
りがあるので、このような伸縮性不織布が積層されてなる透湿性シートは、衣料用等の素
材として適当なものとはいえなかった。
【０００４】
そこで、特公平７－３５６３２号公報には、通常の方法により不織布化が可能な弾性繊維
が提案されている。該弾性繊維は、結晶性ポリプロピレンからなる第１成分と融点が１０
０～１５０の熱可塑性樹脂からなる第２成分とから構成される弾性複合繊維である。
【０００５】
しかしながら、上記公報に記載の弾性複合繊維から形成された弾性不織布は、上記第２成
分の熱可塑性樹脂に伸縮弾性の特性が無いため、複合繊維としての伸縮弾性が実質的に発
現せず、熱接着後も硬いという欠点があり、また、衣料用の素材として用いるには肌触り
や風合いが未だ不十分であるという欠点があった。
【０００６】
従って、本発明の目的は、肌触りや風合いに優れた透湿性複合シートを提供することにあ
る。
また、本発明の目的は、ムレが防止され、風合いに優れた吸収性物品を提供することにあ
る。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは鋭意検討した結果、特定の成分の組み合わせからなる２成分系伸縮弾性複合
繊維、特に第２成分として熱可塑性エラストマーを選択した伸縮弾性複合繊維を構成繊維
として用いた伸縮弾性不織布を、透湿性シート上に積層させてなる透湿性複合シートによ
って上記目的が達成され得ることを知見した。
【０００８】
　本発明は、上記知見に基づきなされたものであり、結晶性ポリプロピレンからなるハー
ドエラスチック成分を第１成分とし、熱可塑性エラストマーを第２成分と

伸縮弾性複合繊維からなる伸縮弾性不織布を、透湿性エ
ラストマーからなる無孔シート上に積層させてなることを特徴とする透湿性複合シートを
提供することにより、上記目的を達成したものである。
【０００９】
　また、本発明は、液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及びこれら両シー
ト間に介在する液保持性の吸収体を具備してなる吸収性物品において、上記裏面シートと
して、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチック成分を第１成分とし、熱可塑性
エラストマーを第２成分と 伸縮弾性複合
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繊維からなる伸縮弾性不織布を透湿性エラストマーからなる無孔シート上に積層させてな
る透湿性複合シートを用いることを特徴とする吸収性物品を提供するものである。
【００１０】
　また、本発明は、液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及びこれら両シー
ト間に介在する液保持性の吸収体を有する本体と、一対の伸縮性サイドパネルとを備え、
　一対の上記伸縮性サイドパネルはそれぞれウエスト開口部と一対のレッグ開口部との間
に配されており、
　上記ウエスト開口部及び一対の上記レッグ開口部には、それぞれその周縁部に、ギャザ
ーを形成する弾性部材が設けられてなるパンツ型使い捨ておむつにおいて、
　上記伸縮性サイドパネルとして、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチック成
分を第１成分とし、熱可塑性エラストマーを第２成分と

伸縮弾性複合繊維からなる伸縮弾性不織布を、透湿性エラストマーからな
る無孔シート上に積層させてなる透湿性複合シートを用いることを特徴とするパンツ型使
い捨ておむつを提供するものである。
【００１１】
　更に、本発明は、液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及びこれら両シー
ト間に介在する液保持性の吸収体を有し、使用時に着用者の腹側に位置する腹側部及び背
中側に位置する背側部が形成されている、展開型使い捨ておむつにおいて、
　上記背側部の左右両側縁には、それぞれフラップが連設されており、左右の該フラップ
の少なくとも何れか一方における先端部には、フラップ止着部が設けられており、該フラ
ップ止着部により、左右の該フラップを着用者の腹側において止着することができるよう
になしてあり、
　上記腹側部には、その左右両側におむつ止着部が設けられており、該おむつ止着部を上
記フラップに当接させておむつの止着ができるようになしてあり、上記フラップは、少な
くともその基端部側に伸縮部を有し、
　上記伸縮部は、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチック成分を第１成分とし
、熱可塑性エラストマーを第２成分と 伸
縮弾性複合繊維からなる伸縮弾性不織布を、透湿性エラストマーからなる無孔シート上に
積層させてなる透湿性複合シートからなる、ことを特徴とする展開型使い捨ておむつを提
供するものである。
【００１２】
　また更に、本発明は、液透過性の表面シート、液不透過性の裏面シート、及び液保持性
の吸収体を有し、ウエスト開口部と一対のレッグ開口部とが形成されており、上記ウエス
ト開口部及び一対の上記レッグ開口部には、それぞれその周縁部全周に亘って実質的に連
続したギャザーを形成する弾性部材が設けられてなるパンツ型使い捨ておむつにおいて、
　上記裏面シートとして、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチック成分を第１
成分とし、熱可塑性エラストマーを第２成分と

伸縮弾性複合繊維からなる伸縮弾性不織布を、透湿性エラストマーからなる無孔シ
ート上に積層させてなる透湿性複合シートを用いることを特徴とするパンツ型使い捨てお
むつを提供するものである。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の透湿性複合シートの好ましい一実施形態を図面を参照して説明する。ここ
で、図１は、本発明の透湿性複合シートの好ましい一実施形態の構造を示す概略断面図で
ある。
【００１４】
図１に示す実施形態の透湿性複合シート１は、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラ
スチック成分を第１成分とし、熱可塑性エラストマーを第２成分とする伸縮弾性複合繊維
からなる伸縮弾性不織布２を、透湿性エラストマーからなる無孔シート３上に積層（ラミ
ネート）させたものである。
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以下、上記透湿性複合シート１を構成する上記伸縮弾性不織布２及び上記無孔シート３に
ついてそれぞれ説明する。
【００１５】
上記伸縮弾性不織布２は、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチック成分を第１
成分とし、熱可塑性エラストマーを第２成分とする２成分系の伸縮弾性複合繊維（以下、
単に「複合繊維」という）からなるものである。
上記複合繊維は、熱可塑性エラストマーからなる従来の弾性繊維に比して、すべり性が良
好であり、特にカード機を用いて不織布に加工することが容易である。
【００１６】
上記伸縮弾性不織布２を構成する上記複合繊維の第１成分として用いられるハードエラス
チック成分は結晶性ポリプロピレンからなる。
【００１７】
上記結晶性ポリプロピレンとしては、ハードエラスチック性を有するものであれば特に制
限無く用いることができる。上記結晶性ポリプロピレンの好ましい例としては、プロピレ
ンのホモポリマー、プロピレンを主体とするエチレンとのコポリマー、及びプロピレンを
主体とするα－オレフィンとのコポリマー等が挙げられる。
【００１８】
上記結晶性ポリプロピレンは、その結晶化度が４０％以上であることが好ましい。上記結
晶化度が４０％満たないと繊維の伸張回復率が不十分となる場合がある。なお、上記結晶
化度は、ＤＳＣ（示差走査熱量測定）法に従って測定された結晶の融解に要するエネルギ
ーをもとに算出した値である。
【００１９】
上記結晶性ポリプロピレンは、そのメルトインデックスが、１～２００ｇ／１０分である
ことが好ましく、３～５０ｇ／１０分であることが更に好ましい。上記メルトインデック
スが１ｇ／１０分に満たないと溶融粘度が高すぎて、紡糸が困難となる場合があり、２０
０ｇ／１０分を超えると溶融粘度が低すぎて、繊維化する前に糸切れが発生する場合があ
るので上記範囲内とすることが好ましい。なお、上記メルトインデックスは、ＡＳＴＭ　
Ｄ－１２３８に従い、２３０℃、２．１６ｋｇｆ荷重下で測定された値である。
【００２０】
また、上記結晶性ポリプロピレンは、伸縮弾性が容易に発現し、且つ上記複合繊維を容易
に紡糸し得る点から、その重量平均分子量が、１万～１００万であることが好ましく、２
万～６０万であることが更に好ましい。
【００２１】
上記伸縮弾性不織布２を構成する上記複合繊維の第２成分は熱可塑性エラストマーからな
る。
該熱可塑性エラストマーは、一般に、分子中にゴム弾性を有する柔軟性成分（ソフトセグ
メント、軟質相）と、塑性変形を防止するための分子拘束成分（ハードセグメント、硬質
相）とから構成されている。
上記熱可塑性エラストマーは、そのハードセグメントの種類により分類することができ、
本発明においては、スチレン系エラストマー、オレフィン系エラストマー、塩ビ系エラス
トマー、ウレタン系エラストマー、エステル系エラストマー、アミド系エラストマー、シ
ンジオタクチックポリ（１，２－ブタジエン）及びポリ（トランス－１，４－イソプレン
）等を好ましく用いることができる。これらの熱可塑性エラストマーのうち、ウレタン系
エラストマー及びエステル系エラストマーを特に好ましく用いることができる。
【００２２】
上記ウレタン系エラストマーとして好ましく用いられるものとしては、例えば、ハードセ
グメントとしてウレタン結合を有するブロックと、ソフトセグメントとしてポリカーボネ
ート系ポリオール、エーテル系ポリオール、カプロラクトン系ポリエステル、又はアジペ
ート系ポリエステル等を有するブロックとから成るウレタン系エラストマー等が挙げられ
る。
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また、上記エステル系エラストマーとして好ましく用いられるものとしては、例えば、ハ
ードセグメントとして芳香族ポリエステルを有するブロックと、ソフトセグメントとして
脂肪族ポリエーテル、又は脂肪族ポリエステルを有するブロックとから成るエステル系エ
ラストマー等が挙げられる。
【００２３】
とりわけ、加工性、コスト、耐光性、耐薬品性、及び皮膚刺激性等を考慮すると、上記熱
可塑性エラストマーとして、メタロセンを触媒として用いて製造されたエチレン－α－オ
レフィン共重合体を用いることが特に好ましい。
上記エチレン－α－オレフィン共重合体において、エチレンと共重合させるα－オレフィ
ンとしては、炭素数が３～３０のα－オレフィン、例えば、プロピレン、１－ブテン、１
－ペンテン、１－ヘキセン、１－オクテン、１－ヘプテン、４－メチル－１－ペンテン、
４－メチル－１－ヘキセン、４，４－ジメチル－１－ペンテン、オクタデセン等が挙げら
れる。これらの中でも１－ヘキセン、１－オクテン、１－ヘプテン、４－メチル－１－ペ
ンテンが好ましく用いられる。
上記エチレン－α－オレフィン共重合体におけるエチレンとα－オレフィンとの配合割合
は、好ましくはエチレンが４０～９８重量％であり、α－オレフィンが６０～２重量％で
ある。
【００２４】
本発明においては、これらの熱可塑性エラストマーの溶融流動性を改質するために、これ
らの熱可塑性エラストマーに熱可塑性プラスチックやオイル成分等を添加してもよい。
【００２５】
上記熱可塑性エラストマーは、その１００％伸張時の伸張回復率が５０％以上であること
が、例えば、本発明の透湿性複合シートを衣料用等に用いた場合に、人体の動作に対して
破壊を起こさずに追従可能となる点から好ましい。
【００２６】
上記複合繊維においては、好ましくは、上記第１成分の含有量が５～７０重量％であり、
上記第２成分の含有量が９５～３０重量％であり、更に好ましくは、上記第１成分の含有
量が１０～６０重量％であり、上記第２成分の含有量が９０～４０重量％であり、一層好
ましくは、上記第１成分の含有量が１０～５０重量％であり、上記第２成分の含有量が９
０～５０重量％である。上記第１成分の含有量が上記の上限を超えるか又は上記第２成分
の含有量が上記の下限に満たないと上記複合繊維の伸縮性が不十分となる場合があり、上
記第１成分の含有量が上記の下限に満たないか又は上記第２成分の含有量が上記の上限を
超えると上記複合繊維の表面に上記第２成分が露出する面積が多くなり、触感が低下する
場合があるうえ、鞘芯型の複合繊維を紡糸することが困難となる場合があるので、上記範
囲内とすることが好ましい。
【００２７】
　上記伸縮弾性複合繊維 繊維形態 鞘芯型〔シース・コア型（同心円型及び偏心型）〕

る。これらの繊維形態の伸縮弾性複合繊維は、公知の紡糸方法により製造することが
できる 芯型の複合繊維 は、上記第１成分 記第２成 となるよう
に紡糸する。
【００２８】
上記公知の紡糸方法により製造された上記複合繊維は、紡糸後直接ウエブとなして不織布
を形成してもよく、或いは、伸縮特性を一層発現させる点から、紡糸後所定の延伸処理に
付した後にウエブとなして不織布を形成してもよい。
上記延伸処理の条件としては、延伸温度が２０～１３０℃であることが好ましく、延伸倍
率が１～６倍であることが好ましい。上記延伸処理における上記伸縮弾性複合繊維の加熱
には、例えば、熱風、蒸気、赤外線等の加熱手段を用いることができる。
【００２９】
上記伸縮弾性複合繊維は、その繊維径が１～２０デニールであることが好ましく、２～６
デニールであることが更に好ましい。上記繊維径が１デニールに満たないと紡糸工程での
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紡糸性が低下し、繊維化しにくくなる場合があり、２０デニールを超えると上記伸縮弾性
不織布の実用性において、風合いが悪化する場合があるので上記範囲内とすることが好ま
しい。
【００３０】
上記伸縮弾性複合繊維は、その１００％伸張時の伸張回復率が２０～１００％であること
が好ましく、５０～１００％であることが更に好ましい。上記伸張回復率が２０％に満た
ないと、例えば、本発明の透湿性複合シートを衣料用等に用いた場合に、人体の動作に追
従する機能が不十分となる場合がある。
【００３１】
上記伸縮弾性複合繊維は、ステープルファイバーのような短繊維の形態で用いられてもよ
く、連続フィラメントのような長繊維の形態で用いられてもよい。
【００３２】
上記伸縮弾性不織布２は、上記複合繊維１００％から構成されていることが特に好ましい
が、他の繊維と混紡されたものであってもよい。
上記複合繊維を他の繊維と混紡する場合には、上記伸縮弾性不織布２は、上記複合繊維を
好ましくは３０重量％以上含み、更に好ましくは５０重量％以上含む。上記複合繊維の量
が３０重量％に満たないと、上記伸縮弾性不織布２の伸縮弾性が著しく低下して破断して
しまう場合がある。
上記複合繊維と混紡し得る他の繊維としては、不織布形成工程における熱処理により変質
しない繊維、例えば、ポリオレフィン、ポリエステル及びポリアミド等の熱可塑性合成繊
維、コットン、麻及び羊毛等の天然繊維、並びにレーヨン及びアセテート等の再生繊維や
、上記熱処理により融着し得る各種バインダー繊維等が挙げられる。
【００３３】
上記伸縮弾性不織布２は、例えば、カード機を用いる方法や直接シート法によって製造す
ることができ、具体的には、レジンボンド、バインダー繊維の混紡、ヒートロール、及び
ウオーターニードリンク等の不織布製造法により製造することができる。
特に、上記伸縮弾性不織布２は、公知のウエブ形成方法を用いて上記複合繊維からなる（
又は上記複合繊維を含む）ウエブを形成し、次いで該ウエブにおける繊維の交絡点間を、
上記第１成分の融点と上記第２成分の融点との間の温度での熱処理により融着させ、多数
の接着点を形成することにより好ましく製造される。
上記ウエブ形成方法としては、上記複合繊維としてステープルファイバー等の短繊維を用
いる場合には、カード機を用いて該複合繊維を開繊させてウエブを形成する方法が挙げら
れる。また、上記複合繊維として連続フィラメント等の長繊維を用いる場合には、溶融紡
糸した上記複合繊維を高速の空気流に搬送させ、移動ネット上に堆積・開繊させてウエブ
を形成する方法（スパンボンド法）が挙げられる。
【００３４】
形成されたウエブを熱処理して不織布を形成する方法（サーマルボンド法）としては、例
えば、該ウエブを、スルー・エア・ドライヤ中を通過させ、熱風により該ウエブの構成繊
維の交絡点間を熱融着させて、多数の接着点を形成する方法が挙げられる。この場合、熱
風の温度や供給量は、上記ウエブの構成繊維の種類並びに上記ウエブの坪量及び搬送速度
等にもよるが、一般に、熱風の温度が１４０～１７０℃であることが好ましく、流速又は
風速が０．５～３ｍ／分であることが好ましい。
また、上記熱処理の別法として、彫刻ロールと平滑ロールとからなる一対のエンボスロー
ルを用いた熱エンボス加工が挙げられる。この場合、これら両ロールのうちの何れか一方
又は両方を加熱して用いることにより、熱エンボス加工を行う。エンボスロールの加熱温
度は、１２０～１７０℃とすることが好ましい。エンボスロールをこれよりも高い温度に
加熱すると、上記ウエブが該エンボスロールに接着する場合がある。
上記彫刻ロールとしては、例えば種々のパターンがその表面に彫刻された鉄ロールを用い
ることができる。一方、上記平滑ロールとしてはペーパーロール、ゴムロール、シリコン
ゴムロール、ウレタンゴムロール、金属ロール等を用いることができる。上記彫刻ロール
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のパターンの例としては、例えば、ピン、点ドット、亀甲、格子、縦縞、横縞、編み目、
絵柄等があり、特にそのパターンに限定されるものでは無い。
上記熱エンボス加工時のエンボスロールの線圧は、上記ウエブの坪量及び搬送速度並びに
エンボスロールの加熱温度等にもよるが、一般的な範囲として、１０～１５０ｋｇ／ｃｍ
であることが好ましい。
【００３５】
上記伸縮弾性不織布２は、その２０％伸張時の伸張回復率が４０～１００％であることが
好ましく、６０～１００％であることが更に好ましい。上記伸張回復率が４０％に満たな
いと、例えば、本発明の透湿性複合シートを衣料用等に用いた場合に、人体の動作等への
追従が不十分で、抵抗が大きくなる場合がある。
【００３６】
上記伸縮弾性不織布２は、その坪量が５～２００ｇ／ｍ 2  であることが好ましく、１５～
８０ｇ／ｍ 2  であることが更に好ましい。上記坪量が５ｇ／ｍ 2  に満たないと、上記伸張
回復率が小さく不十分となる場合があり、２００ｇ／ｍ 2  を超えると、サーマルボンド法
での不織布形成が難しくなり、コスト的に不利であるので上記範囲内とすることが好まし
い。
【００３７】
また、上記伸縮弾性不織布２は、その０．５ｇ／ｃｍ 2  加重下における厚さが０．０５～
５ｍｍであることが好ましく、０．２～２ｍｍであることが更に好ましい。上記厚さが０
．０５ｍｍに満たないと、繊維密度が高くなり、伸縮特性が不十分となる場合があり、５
ｍｍを超えると、本発明の透湿性複合シートを衣料用等に用いた場合に、実用上、違和感
を与えるので上記範囲内とすることが好ましい。
【００３８】
次に、図１に示す実施形態の透湿性複合シート１における無孔シート３について説明する
。
上記無孔シート３は透湿性エラストマーからなる。本明細書において、「透湿性エラスト
マーからなる」とは、透湿性エラストマーのみからなる場合と、透湿性エラストマーと他
の物質との混合物からなる場合とを包含する。上記透湿性エラストマーとしては、シート
状に成形した場合に透湿性及び伸縮性を発現し得るものであればその種類に特に制限は無
い。本発明においては、上記透湿性エラストマーとして、例えば、ウレタン系エラストマ
ー、エステル系エラストマー、及びアミド系エラストマー等を用いることができる。これ
らの透湿性エラストマーは、単独で用いることもでき、或いは２種以上を組み合わせて用
いることもできる。
上記透湿性エラストマーとして本発明において特に好ましく用いられるものは、ウレタン
系エラストマー及び／又はエステル系エラストマーである。
【００３９】
上記ウレタン系エラストマーとして好ましく用いられるものとしては、上記伸縮弾性不織
布２における複合繊維の第２成分として用いられるウレタン系エラストマーと同様のもの
が挙げられる。また、特開平７－７０９３６号公報、特開平６－１３４０００号公報、特
公平６－６７６０４号公報、特公昭５２－２１０４２号公報等に記載のウレタン系エラス
トマーを用いることもできる。
一方、上記エステル系エラストマーとして好ましく用いられるものとしては、上記伸縮弾
性不織布２における複合繊維の第２成分として用いられるエステル系エラストマーと同様
のものが挙げられる。また、特開平１－１４１６６９号公報、特開昭５１－１１１２９０
号公報等に記載のエステル系のエラストマーを用いることもできる。
【００４０】
本発明においては、上記無孔シート３は、上記透湿性エラストマー及びオレフィン系熱可
塑性樹脂からなることが好ましい。かかる無孔シートを用いることにより、上記伸縮弾性
不織布との接着性が極めて高くなるので好ましい。
上記オレフィン系熱可塑性樹脂としては、エチレンやプロピレン等のホモポリマー、及び
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エチレンやプロピレン等と他の重合性単量体とのコポリマー等を用いることができるが、
これらに限定されるものではない。
特に、上記オレフィン系熱可塑性樹脂として、低密度ポリエチレン（ＬＤＰＥ）と、オレ
フィン系コポリマー（例えば、エチレン／アクリル酸エチルコポリマー等）とを用いると
、上記無孔シート３を成形する際の溶融物の流動性及び接着性が極めて向上するので好ま
しい。
この場合、上記透湿性エラストマーと上記オレフィン系熱可塑性樹脂との配合量は、上記
透湿性エラストマーが９９～５１重量部であり、上記オレフィン系熱可塑性樹脂が１～４
９重量部であることが好ましく、上記透湿性エラストマーが９９～６０重量部であり、上
記オレフィン系熱可塑性樹脂が１～４０重量部であることが更に好ましい。
【００４１】
上記無孔シート３には、必要に応じて、滑剤、アンチブロッキング剤、熱・光安定剤、帯
電防止剤、着色剤等の各種添加剤を添加してもよい。
【００４２】
上記無孔シート３は液不透過性である。これと同時に、該無孔シート３は、微細孔によっ
てではなく、上記透湿性エラストマーの水蒸気の取り込み、拡散、放出という形で透湿性
を発現する。
上記無孔シート３は、その厚さに特に制限はないが、複合シートとしてのドレープ性（柔
軟性）、風合い等の観点から５～５０μｍであることが好ましく、５～３０μｍであるこ
とが更に好ましい。
【００４３】
図１に示す実施形態の透湿性複合シート１は、全体として透湿性を有するものであり、そ
の透湿度は０．５ｇ／〔１００ｃｍ 2  ・ｈｒ〕以上であることが好ましい。上記透湿度が
０．５ｇ／〔１００ｃｍ 2  ・ｈｒ〕に満たないと、本発明の透湿性複合シートを例えば使
い捨ておむつ等の裏面シート等として用いた場合にムレにつながる場合がある。
また、上記透湿性複合シート１は、透湿性を有することに加えて、液体不透過性であり、
その耐水圧は５０ｃｍ以上であることが好ましく、更に好ましくは１００ｃｍ以上である
。上記耐水圧が５０ｃｍに満たないと、本発明の透湿性複合シートを例えば使い捨ておむ
つ等の裏面シート等として用いた場合に尿等を防漏できない場合がある。
【００４４】
図１に示す実施形態の透湿性複合シート１においては、その坪量に特に制限はないが、あ
まり坪量を多くするとコスト高になるため、１５～１３０ｇ／ｍ 2  であることが好ましく
、２５～５０ｇ／ｍ 2  であることが更に好ましい。
【００４５】
また、図１に示す実施形態の透湿性複合シート１は、２０％伸張時の伸張回復率が６０～
１００％であることが好ましく、８０～１００％であることが更に好ましい。上記伸張回
復率が６０％に満たないと、例えば、本発明の伸縮弾性不織布を衣料用等に用いた場合に
、人体の動作等への追従が不十分で、抵抗が大きくなる場合がある。
【００４６】
本発明の透湿性複合シートは、図１に示す実施形態に限定されるものではなく、種々の変
更形態が可能である。例えば、後述するように、本発明の透湿性複合シートを使い捨てお
むつの裏面シートとして用いる場合には、上記伸縮弾性不織布の所定の位置に、粘着性の
ファスニングテープを貼着するためのランディングテープを設けたり、機械的ファスナー
の凸部材と係合可能な凹部材を設けてもよい。
また、図１に示す実施形態の透湿性複合シート１においては、上記無孔シート３上に別の
不織布やシートを一層以上積層してもよい。同様に、上記伸縮弾性不織布２上に別の無孔
シートや他のシートを一層以上積層してもよい。
また、図１に示す実施形態の透湿性複合シートにおいては、上記無孔シート３の大きさと
上記伸縮弾性不織布２の大きさとは同一である必要はなく、例えば上記無孔シート３上の
所定の位置にのみ上記伸縮弾性不織布２が積層されていてもよい。
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【００４７】
次に、図１に示す実施形態の透湿性複合シート１の好ましい製造方法について説明する。
上記透湿性複合シートは、上記透湿性エラストマーをシート状に溶融成形した後、上記伸
縮弾性不織布上に溶融ラミネートすることによって好ましく製造される。
【００４８】
上記方法について詳述すると、まず、透湿性エラストマーを必要に応じて他の樹脂と混合
し、混合物を押出機にて溶融混練する。次いで、上記溶融混練物をＴダイのスリットから
押し出し、シート状に溶融成形して、これとは別に製造しておいた上記伸縮弾性不織布上
に、直接溶融ラミネートする。
溶融ラミネート後、積層体を一対の加熱ロール間に挿通して熱圧着させたり、あるいは加
熱エンボスロール等を用いた点接着等により、上記無孔シートと上記伸縮弾性不織布との
密着性を一層向上させて、上記透湿性複合シートを得てもよい。
【００４９】
上記方法においては、予め製造しておいた上記伸縮弾性不織布上に溶融成形した上記無孔
シートを積層してもよく、又は上記無孔シートの製造と上記伸縮弾性不織布の製造とを平
行して行いつつ、両者を積層してもよい。
また、積層に先立ち上記伸縮弾性不織布の積層面をコロナ処理やフレーム処理して、該伸
縮弾性不織布と上記無孔シートとの接着性を一層向上させることもできる。
【００５０】
以上、図１に示す実施形態の透湿性複合シートの好ましい製造方法を詳述したが、該透湿
性複合シートの製造方法は上記方法には限られず、例えば、上記無孔シートと上記伸縮弾
性不織布との積層には、熱圧着ラミネートやフレームラミネート等を用いたり、或いはホ
ットメルト接着剤や液状接着剤等を用いてもよい。
【００５１】
次に、図１に示す実施形態の透湿性複合シートを用いた吸収性物品について、使い捨てお
むつを例にとり、図２を参照して説明する。ここで、図２は、図１に示す実施形態の透湿
性複合シートを用いた吸収性物品の一例としての使い捨ておむつを示す斜視図である。
【００５２】
図２に示す使い捨ておむつ１０は、液透過性の表面シート１１、液不透過性の裏面シート
１２、及びこれら両シート間に介在する液保持性の吸収体（図示せず）を具備してなり、
使用時に着用者の腹側に位置する腹側ウエスト部１３及び背側に位置する背側ウエスト部
１４が形成されている。該背側ウエスト部１４の両側部には、機械的ファスナーの凸部材
からなる一対の係合部１５，１５が配設されている。このような構成並びに上記表面シー
ト１１及び上記吸収体の形成材料等は従来公知の構成及び形成材料等と同様である。
而して、図２に示す使い捨ておむつ１０においては、上記裏面シート１２として、上記透
湿性複合シートを用いている。上述の通り、上記透湿性複合シートは透湿性を有するもの
であるから、該透湿性複合シートを裏面シートとして用いた上記使い捨ておむつ１０では
、その内部におけるムレが効果的に防止される。
【００５３】
また、上記使い捨ておむつ１０においては、上記裏面シート１２として用いられる上記透
湿性複合シートは、その伸縮弾性不織布側が、上記使い捨ておむつ１０の外方を向くよう
に用いられている。上記透湿性複合シートをこのように用いることによって、上記使い捨
ておむつ１０に布様の感触を付与することができ、肌触りや外観等の風合いに優れた使い
捨ておむつとなすことができる。
【００５４】
更に、上記使い捨ておむつ１０においては、上記透湿性複合シートにおける上記伸縮弾性
不織布が、上記係合部１５，１５と係合可能な凹部材を兼用している。従って、上記裏面
シート１２上に、上記係合部１５，１５と係合可能な凹部材を別途設ける必要がなく、製
造工程が簡略化される。また、上記使い捨ておむつ１０を丸めて廃棄するときに、上記係
合部１５，１５を上記裏面シート１２の何れの位置にも係合させて廃棄することができる
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ので、極めて便利である。
【００５５】
なお、図１に示す実施形態の透湿性複合シートを用いた吸収性物品としては、上記使い捨
ておむつの他、生理用ナプキン及び失禁パッド等が挙げられ、上記透湿性複合シートは吸
収性物品の用途に応じて所望の形状で用いられる。
【００５６】
次に、図１に示す実施形態の透湿性複合シートを用いたパンツ型使い捨ておむつについて
、図３及び図４を参照して説明する。ここで、図３は、図１に示す実施形態の透湿性複合
シートを用いたパンツ型使い捨ておむつを示す斜視図であり、図４は、図３に示すパンツ
型使い捨ておむつの一部破断展開図である。
なお、図３及び図４に示すパンツ型使い捨ておむつにおいて、図２に示す使い捨ておむつ
と同じ部材については同じ符号を付した。また、図３及び図４に示すパンツ型使い捨てお
むつにおいて、図２に示す使い捨ておむつと同じ点については特に詳述しないが、図２に
関して詳述した説明が適宜適用される。
【００５７】
図３及び図４に示すパンツ型使い捨ておむつ１００は、液透過性の表面シート１１、液不
透過性の裏面シート１２、及びこれら両シート間に介在する液保持性の吸収体２６を有す
る本体２８を備えている。そして、該本体２８は着用時に着用者の腹側に位置する腹側部
Ｃと、背中側に位置する背側部Ａと、股下部Ｂとに区分されている。また、上記吸収体２
６は、長方形状であり、上記表面シート１１と上記裏面シート１２とにより挟持固定され
ている。
【００５８】
上記腹側部Ｃ及び上記背側部Ａそれぞれの左右両側縁部には、伸縮性サイドパネル２０，
２０’が接合固定されている。
また、上記腹側部Ｃの伸縮性サイドパネル２０，２０と上記背側部Ａの伸縮性サイドパネ
ル２０’，２０’とはそれぞれ、上記伸縮性サイドパネル２０の表面シート側と上記伸縮
性サイドパネル２０’の表面シート側とを当接させてシール部３１を形成し、該シール部
３１を介して接合固定されている。その結果、ウエスト開口部２５と左右一対のレッグ開
口部２７，２７’とが形成されている。即ち、上記伸縮性サイドパネル２０，２０’は、
上記シール部３１により接合固定されて一体化した一つの伸縮性サイドパネルとなり、該
伸縮性サイドパネルがウエスト開口部と一対のレッグ開口部との間に配された状態になっ
ている。
【００５９】
上記腹側部Ｃ及び上記背側部Ａにおける、ウエスト開口部近傍Ｄには帯状のウエスト部弾
性部材２３，２３’がウエスト開口部の縁端、即ち、腹側ウエスト部１３及び背側ウエス
ト部１４に平行に配置されている。また、着用時に着用者の胴回りに位置する胴回り部Ｅ
には、糸状の胴回り部弾性部材２１，２１’が上記腹側部Ｃ及び上記背側部Ａにそれぞれ
４本づつ、腹側ウエスト部１３及び背側ウエスト部１４にそれぞれ平行に且つ上記裏面シ
ート１２と上記吸収体２６とに挟持されるように配置されている。上記胴回り部弾性部材
２１，２１’及びウエスト部弾性部材２３，２３’が配置されていることにより、上記腹
側部Ｃ及び背側部Ａが上記伸縮性サイドパネル２０，２０’を介して、上記パンツ型使い
捨ておむつにおける着用者の胴回り及びウエストに当接する部分の外周面（ウエスト開口
部近傍Ｄ及び胴回り部Ｅを主とする裏面シート１２表面）に、ギャザーが形成されている
。
【００６０】
また、上記本体２８の左右両側には、レッグ部弾性部材２２，２２’が配されており、該
レッグ部弾性部材２２，２２’により、一対の上記レッグ開口部１７，１７’の周縁部に
ギャザーが形成され、股下領域にフィットし得るようになされている。
【００６１】
また、図３及び図４に示すように、上記背側部Ａには、その略中央部における上記裏面シ
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ート１２の表面に廃棄用テープ３０が設けられている。
以上の構成は、従来のパンツ型使い捨ておむつと同様である。
【００６２】
而して、図３及び図４に示すパンツ型使い捨ておむつ１００においては、上記伸縮性サイ
ドパネル２０，２０’が、上記透湿性複合シートからなる。
上記透湿性複合シートは、上述の通り、通常の不織布と同様の布様の感触を有し、風合い
に優れた伸縮弾性不織布から構成されているので、該透湿性複合シートを上記伸縮性サイ
ドパネル２０，２０’として用いる上記パンツ型使い捨ておむつ１００は、快適な装着感
を有するものとなる。
また、上記透湿性複合シートは透湿性を有するものであるから、上記パンツ型使い捨てお
むつ１００では、その内部におけるムレが効果的に防止される。
【００６３】
なお、図３及び図４に示すパンツ型使い捨ておむつ１００においては、上記伸縮性サイド
パネルは、上記背側部Ａ及び上記腹側部Ｃの何れか一方の左右両側縁部にのみ接合固定さ
れていてもよい。
また、上記伸縮性サイドパネルは、上記背側部及び上記腹側部の何れか一方に接合固定さ
れているもののみが上記透湿性複合シートから成っていてもよい。
また、上記伸縮性サイドパネルは、非伸縮性部材により形成された非伸縮性部と、上記透
湿性複合シートにより形成された伸縮性部分とが多列に且つ交互に配されて成るものでも
よい。
また、上記伸縮性サイドパネル２０，２０’の接合固定は、着用者の身体の真横に相当す
る位置に限られず、着用者の身体の腹側寄り又は背中側寄りの位置であってもよい。
【００６４】
次に、パンツ型使い捨ておむつの別の実施形態を図５及び図６を参照して説明する。ここ
で、図５は、パンツ型使い捨ておむつの別の実施形態を示す斜視図であり、図６（ａ）は
、図５に示すパンツ型使い捨ておむつの組立前の状態を表面シート側からみた一部破断展
開図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）におけるＡ－Ａ線断面図である。
なお、図５並びに図６（ａ）及び（ｂ）に示すパンツ型使い捨ておむつにおいて、図２に
示す使い捨ておむつと同じ部材については同じ符号を付した。また、図５並びに図６（ａ
）及び（ｂ）に示すパンツ型使い捨ておむつにおいて、図２に示す使い捨ておむつと同じ
点については特に詳述しないが、図２に関して詳述した説明が適宜適用される。
【００６５】
図５並びに図６（ａ）及び（ｂ）に示すパンツ型使い捨ておむつ１００は、液透過性の表
面シート１１、液不透過性の裏面シート１２、及び砂時計状に湾曲形成されたの液保持性
の吸収体２６を有している。該吸収体２６は、図６（ｂ）に示すように、その全面が上記
表面シート１１によって被覆されており、吸収本体５０を形成している。上記裏面シート
１２は、図６（ａ）に示すように、上記吸収本体５０の長手方向に沿う両側縁部から幅方
向に延出していると共に、上記吸収本体５０の幅方向に沿う前後端部から長手方向に延出
している。これにより、着用時に着用者の腹側に位置する腹側部、及び背中側に位置する
背側部にそれぞれ一対のウエストフラップ５１、５１’が形成されると共に、着用時に着
用者の股下に位置する股下部に一対のサイドフラップ５２、５２’が形成されるようにな
されている。
上記吸収本体５０の長手方向に沿う中心線上には接着剤５３が、上記吸収本体５０の長手
方向全長に亘って塗布されており、該接着剤５３により、上記吸収本体５０と上記裏面シ
ート１２とが接合されている。この場合、上記吸収本体５０が、従来の使い捨ておむつに
おける吸収体が配される位置と同様の位置に配されるように、上記接合がなされる。
腹側と背側のウエストフラップ５１、５１’は、その両側縁が表面シート側の面において
それぞれ接合固定されてシール部３１を形成し、ウエスト開口部２５及び一対のレッグ開
口部２７、２７’が形成するようになされている。
上記腹側と背側のウエストフラップ５１、５１’それぞれの前後端縁のやや内側には該端
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縁に沿って、ウエスト部弾性部材２３、２３’が伸張状態で接合固定されている。そして
、上記腹側と背側のウエストフラップ５１、５１’それぞれの前後端縁を表面シート側に
折り返すことによって、上記ウエスト部弾性部材２３、２３’を上記ウエストフラップを
構成する上記裏面シートにより挟持し、図５に示すように上記ウエスト開口部２５の周縁
部全周に亘って実質的に連続したギャザーを形成している。同様に、上記サイドフラップ
５２、５２’の端縁のやや内側には該端縁に沿って、レッグ部弾性部材２２、２２’が伸
張状態で接合固定されている。そして、上記サイドフラップ５２、５２’の端縁を表面シ
ート側に折り返すことによって、上記レッグ部弾性部材２２、２２’を、上記サイドフラ
ップを構成する上記裏面シートにより挟持し、図５に示すように、一対の上記レッグ開口
部２７、２７’の周縁部全周に亘って実質的に連続したギャザーを形成している。
【００６６】
而して、本実施形態のパンツ型使い捨ておむつ１００においては、上記裏面シート１２が
、透湿性エラストマーからなる上記無孔シート３の両面に上記伸縮弾性不織布２を積層さ
せて３層構造とした、本発明の透湿性複合シートから構成されている。そして、本実施形
態のパンツ型使い捨ておむつ１００においては、通常の不織布と同様の布様の感触を有し
、風合いに優れた上記伸縮弾性不織布２が、おむつの外側及び肌当接側に位置しているの
で、おむつ自体の感触に優れると共に、装着した場合にも快適な装着感を有するものとな
る。
また、上記裏面シートとして用いられている上記透湿性複合シートは透湿性を有するもの
であるから、上記パンツ型使い捨ておむつ１００では、その内部におけるムレが効果的に
防止される。
【００６７】
次に、図１に示す実施形態の透湿性複合シートを用いた展開型使い捨ておむつについて、
図７及び図８を参照して説明する。ここで、図７は、図１に示す実施形態の透湿性複合シ
ートを用いた展開型使い捨ておむつを示す正面図であり、図８は、図７に示す展開型使い
捨ておむつの展開図である。
なお、図７及び図８に示す展開型使い捨ておむつおいて、図２に示す使い捨ておむつと同
じ部材については同じ符号を付した。また、図７及び図８に示す展開型使い捨ておむつに
おいて、図２に示す使い捨ておむつと同じ点については特に詳述しないが、図２に関して
詳述した説明が適宜適用される。
【００６８】
図７及び図８に示す展開型使い捨ておむつ２００は、液透過性の表面シート１１、液不透
過性の裏面シート１２、及びこれら両シート間に介在する液保持性の吸収体２６を有し、
使用時に着用者の腹側に位置する腹側部Ｃ及び背中側に位置する背側部Ａが形成されてい
る。
【００６９】
上記展開型使い捨ておむつ２００における上記吸収体２６はその股下領域が縊れた砂時計
状に湾曲形成されている。また、上記表面シート１１及び上記裏面シート１２も上記吸収
体２６の形状に即してその股下領域が上述の如く湾曲形成されている。そして、上記吸収
体２６は、上記表面シート１１及び上記裏面シート１２により挟持・固定されている。ま
た、上記吸収体２６の周縁部におけるウエスト部とレッグ部とには、おむつを着用した際
に、着用者の身体にフィットさせるためのウエスト部弾性伸縮部材２３，２３’及びレッ
グ部弾性伸縮部材２２，２２’が、それぞれ上記表面シート１１と上記裏面シート１２と
により固定されて設けられている。
【００７０】
上記展開型使い捨ておむつ２００の長手方向左右両側には、それぞれ不織布が配されて立
体ガード３２，３２’が形成されている。該立体ガード３２，３２’の自由端３３，３３
’には立体ガード弾性伸縮部材３４，３４’が配されて、ギャザーを形成している。
【００７１】
而して、図７及び図８に示す展開型使い捨ておむつ２００においては、上記背側部Ａの左
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右両側縁Ａ１，Ａ２に、対称形のフラップ４０ａ，４０ｂがそれぞれ連設されている。左
右の該フラップ４０ａ，４０ｂは、それぞれ、基端部４２から先端部４１にかけて幅が細
くなるようになされている。
左右の該フラップ４０ａ，４０ｂのうち、フラップ４０ａの表面シート側における先端部
４１には、フラップ止着部４４が設けられており、上記フラップ４０ｂの裏面シート側に
該先端部４１を当接させることにより、左右の該フラップ４０ａ，４０ｂを着用者の腹側
において止着することができるようになされている。
また、上記腹側部Ｃの左右両側の上下には、片側２個ずつ合計４個のおむつ止着部４８，
４８’が設けられており、該おむつ止着部４８，４８’を上記フラップ４０ａ，４０ｂに
当接させて、おむつの止着ができるようになされている。
【００７２】
上記フラップ止着部４４及び上記おむつ止着部４８，４８’は、それぞれ、機械的ファス
ナーの凸部材により形成されている。該機械的シートの凸部材としては、基材シート上に
錨型のオス型係合部材が多数配されたものや、基材シート上に釣型のオス型係合部材が多
数配されたもの等を挙げることができる。
【００７３】
上記フラップ４０ａ，４０ｂは、非応力下における該フラップ４０ａ，４０ｂの長さに対
して１．２～２倍の長さに伸長可能であることが好ましい。即ち、上記伸縮部４３は、そ
の伸縮により、フラップ全体がフラップ全体の長さに対して１．２～２倍の長さとなるよ
うな伸縮性能を有することが好ましい。ここで、「非応力下」とは、外力が何もかかって
いない状態を意味する。
また、上記フラップ４０ａ，４０ｂの伸縮度（伸長可能な長さの範囲）は、上記腹側部Ｃ
に上記ウエスト部弾性部材２３が配されて形成された腹側部Ｃにおけるウエストギャザー
の伸縮度よりも大きいことが好ましい。この場合、該ウエストギャザーの伸縮度は、１．
１～１．４倍であることが好ましい。
【００７４】
上記フラップ４０ａ，４０ｂにおける上記フラップ本体４５は、不織布とフィルムシート
とを積層させてなる少なくとも２層以上の積層体により形成されていることが好ましい。
また、該積層体は、上記不織布及び上記フィルムシートが、部分接着により、具体的には
、点状又は線状に接着されて形成されていることが好ましい。特に、上記フィルムシート
の表裏両面に上記不織布を配してなる、３層構造の積層体が好ましく用いられる。
【００７５】
図７及び図８に示すように、上記フラップ４０ａ，４０ｂは、少なくともその基端部４２
側に伸縮部４３を有している。該伸縮部４３は、上記フラップ４０ａ，４０ｂのフラップ
本体４５と上記背側部Ａの左右両側縁Ａ１，Ａ２とをそれぞれ連結するように設けられて
いる。また、該伸縮部４３は、上記透湿性複合シートからなる。
上記透湿性複合シートは、上述の通り、通常の不織布と同様の布様の感触を有し、風合い
に優れた伸縮弾性不織布から構成されているので、該透湿性複合シートを上記伸縮部４３
として用いる上記使い捨ておむつ２００は、快適な装着感を有するものとなる。
また、上記伸縮部４３により、着用者の動きに上記フラップ４０ａ，４０ｂが追従するの
で、特にフィット性が良好である。
更に、上記止着部１４の上記フラップ１０に対する結合力が、上記伸縮部１３の伸縮性に
より向上する。
【００７６】
上記フラップ本体４５の長さＬ１と上記伸縮部４３の長さＬ２との比は（図８参照）、Ｌ
１：Ｌ２＝９０～０：１０～１００であることが好ましい。
【００７７】
なお、図７及び図８に示す展開型使い捨ておむつ２００においては、上記フラップはその
基端部側に上記伸縮部を有しているが、これに代えて上記フラップ全体が上記伸縮部から
成っていてもよい。即ち、図９に示すように、上記フラップ全体が上記透湿性複合シート
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から成っていてもよい。
【００７８】
【実施例】
以下、実施例により本発明の透湿性複合シートを更に詳細に説明する。しかしながら、本
発明はかかる実施例に限定されないことはいうまでもない。
なお、以下の説明においては、特に断らない限り「部」は重量部を示す。
【００７９】
〔実施例１〕

第１成分としてポリプロピレン（メルトインデックス；８ｇ／１０分、結晶化度；４３％
）を用い（５０重量％）、第２成分としてメタロセンを触媒として用いて製造されたエチ
レン－α－オレフィン共重合体（１００％伸張時の伸張回復率；８０％）を用いて（５０
重量％）、溶融紡糸により偏心鞘芯型（第１成分が鞘で、第２成分が芯）の複合繊維を製
造した。この複合繊維の繊維径は２デニールであり、１００％伸張時の伸張回復率は８０
％であった（表１参照）。
【００８０】

上記複合繊維のステープルファイバー（２ｄ×５１ｍｍ）をカード機を用いて開繊しウエ
ブとなした。引き続き、該ウエブを、スルー・エア・ドライヤ中を通過させて熱処理し（
熱風温度；１６８℃、風速；２ｍ／分）、伸縮弾性不織布を製造した。
このようにして得られた伸縮弾性不織布の２０％伸張時の伸張回復率、坪量及び０．５ｇ
／ｃｍ 2  加重下での厚さをそれぞれ測定したところ、２０％伸張時の伸張回復率は７５％
であり、坪量は３２ｇ／ｍ 2  であり、０．５ｇ／ｃｍ 2  加重下での厚さは０．８ｍｍであ
った（表２参照）。
なお、上記第２成分及び上記複合繊維の１００％伸張時の伸張回復率、並びに上記伸縮弾
性不織布の２０％伸張時の伸張回復率の測定方法は下記の通りである。
【００８１】
＜第２成分及び複合繊維の１００％伸張時の伸張回復率＞
長さ５１ｍｍ、繊維径２．０デニールの試料を用意し、テンシロン（オリエンテック社製
ＲＴＡ－１００）装置を用いて、ＪＩＳ　Ｌ１０１５及びＬ１０９６に従い、試料を試験
機に固定して、１００％伸張させる。この状態を１分間保持した後、引張速度と同様の速
度で戻し始めて応力が０になったときの変位長Ｌ’（ｍｍ）を測定する。元の固定寸法Ｌ
（ｍｍ）に対して下記式から１００％伸張時の伸張回復率（％）を算出する。
１００伸張時の伸張回復率（％）＝（Ｌ’／Ｌ）×１００
＜伸縮弾性不織布の２０％伸張時の伸張回復率＞
上記伸縮弾性不織布の流れ方向（連続方向）を長手方向とした試料を縦サンプルとし、そ
れに直交する方向を長手方向とした試料を横サンプルとし、試料サイズが長さ２００ｍｍ
×幅５０ｍｍの試料を縦サンプル及び横サンプルそれぞれ１０枚ずつサンプリングした。
次いで、テンシロン（オリエンテック社製　ＲＴＡ－１００）装置を用いて、試料固定の
寸法１５０ｍｍ、引張速度３００ｍｍ／ｍｉｎで引張試験を行い、２０％伸張させる。そ
の後直ちに速度３００ｍｍ／ｍｉｎで戻し始めて、応力が０になったときの長さを測定す
る。２０％伸張時の伸張回復率（％）は下記式から算出する。
２０％伸張時の伸張回復率（％）＝（初期長さ／伸張回復後の長さ）×１００
【００８２】

エステル系エラストマー（日本合成化学工業製のＸＧ－８３０）８０部と、オレフィン系
熱可塑性樹脂（エチレン／酢酸ビニル共重合体、三井・デュポンポリケミカル社製のＶＲ
１０３）２０重量部とをヘンシェルミキサーで混合し、得られた樹脂混合物を二軸押出機
にて溶融混練した後、Ｔダイからシート状に押し出して（坪量１６．９ｇ／ｍ 2  ）、上記
伸縮弾性不織布上に、成形速度１００ｍ／ｍｉｎで溶融ラミネートし、透湿性複合シート
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を製造した。なお、この際のエアギャップは１２０ｍｍであった。
この透湿性複合シートについて、上述の方法で２０％伸張時の伸張回復率を測定し、更に
下記の方法で透湿度を測定すると共に、風合いを評価した。その結果を表３に示す。
【００８３】
＜透湿度の測定＞
ＪＩＳ　Ｚ０２０８に準拠して測定した。
＜風合い＞
パネラー１０人により手触りの評価を行なった。手触りが良かったと感じる人数が１０人
又は９人のときを「◎」、８人～６人のときを「○」、５人～３人のときを「△」、２人
又は１人のときを「×」とした。
【００８４】
　　〔実施例２～ 〕
　表１に示す成分を用い且つ表１に示す断面形状とする以外は実施例１と同様の手順によ
り複合繊維を製造した。得られた複合繊維を用いて実施例１と同様の手順により伸縮弾性
不織布を製造した。得られた伸縮弾性不織布の２０％伸張時の伸張回復率、坪量及び０．
５ｇ／ｃｍ 2加重下での厚さを表２に示す。
　その後は実施例１と同様の手順により透湿性複合シートを製造した。得られた透湿性複
合シートについて実施例１と同様の測定及び評価をした。その結果を表３に示す。
【００８５】
〔比較例１～３〕
表１に示す成分を用いて溶融紡糸により繊維を製造した。得られた繊維を用いてスパンボ
ンド不織布を製造した。このようにして得られた不織布の２０％伸張時の伸張回復率、坪
量及び０．５ｇ／ｃｍ 2  加重下での厚さを表２に示す。
その後は実施例１と同様の手順により透湿性複合シートを製造した。得られた透湿性複合
シートについて実施例１と同様の測定及び評価をした。その結果を表３に示す。なお、上
記繊維は、断面が円形である通常の繊維である。
【００８６】
【表１】
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【００８７】
【表２】
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【００８８】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８９】
　表３に示す結果から明らかなように、結晶性ポリプロピレンからなるハードエラスチッ
ク成分を第１成分とし、熱可塑性エラストマーを第２成分とする複合繊維からなる伸縮弾
性不織布を、透湿性エラストマーからなる無孔シート上に積層させてなる本発明の透湿性
複合シート（実施例１～ ）は、伸縮性が高く、しかも優れた風合いを有するものである
。これに対して、比較例１～３の透湿性複合シートは、ベタつきがあり、手触りが悪いも
のである。
【００９０】
　〔実施例 ～ 及び比較例４～７〕
　実施例１で得られた透湿性複合シートを裏面シートとして用い図２に示す使い捨ておむ
つを製造した（実施例 ）。同様に、上記透湿性複合シートを伸縮性サイドパネルとして
用い図３に示すパンツ型使い捨ておむつを製造し（実施例 ）、裏面シートとして用い図
５に示す使い捨ておむつを製造し（実施例 ）、そして伸縮部として用い ７に示す展開
型使い捨ておむつを製造した（実施例 ）。
　また、実施例 ～ に用いられている透湿性複合シートに代えて、比較例１で得られ
た透湿性複合シートを用いて、実施例 ～ に対応する使い捨ておむつを製造した（比
較例４～７）。
　これらの使い捨ておむつについて、１０人のモニターに対して装着感に関する試験を行
った。その結果、実施例 ～ （本発明）の使い捨ておむつは、ムレが防止され、風合
いに優れ、装着感が良好であったのに対して、比較例４～ 使い捨ておむつは、肌触り
が悪く、装着感に劣るものであった。
【００９１】
【発明の効果】
本発明によれば、伸縮性が高く、しかも布様の優れた風合いを有する透湿性複合シートが
得られる。
また、上記透湿性複合シートを裏面シートとして用いた吸収性物品は、ムレが防止され、
風合いに優れ、快適な装着感を有するものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の透湿性複合シートの好ましい一実施形態の構造を示す概略断面図である
。
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【図２】図１に示す実施形態の積層を複合シートを用いた吸収性物品の一例としての使い
捨ておむつを示す斜視図である。
【図３】図１に示す実施形態の積層を複合シートを用いたパンツ型使い捨ておむつを示す
斜視図である。
【図４】図３に示すパンツ型使い捨ておむつの一部破断展開図である。
【図５】パンツ型使い捨ておむつの別の実施形態を示す斜視図である。
【図６】図６（ａ）は、図５に示すパンツ型使い捨ておむつの組立前の状態を表面シート
側からみた一部破断展開図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）におけるＡ－Ａ線断面図で
ある。
【図７】図１に示す実施形態の透湿性複合シートを用いた展開型使い捨ておむつのを示す
正面図である。
【図８】図７に示す展開型使い捨ておむつの展開図である。
【図９】図８に示す展開型使い捨ておむつの別の実施形態を示す展開図である。
【符号の説明】
１　透湿性複合シート
２　伸縮弾性不織布
３　無孔シート
１０　使い捨ておむつ
１１　液透過性の表面シート
１２　液不透過性の裏面シート
２０，２０’　伸縮性サイドパネル
４０ａ，４０ｂ　フラップ
１００　パンツ型使い捨ておむつ
２００　展開型使い捨ておむつ
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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